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船舶事故調査報告書 

 

令和元年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（標識灯） 

発生日時 平成３１年４月８日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 山口県萩
はぎ

市九
く

島東方沖 

萩港灯台から真方位２９０°１.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２６.８′ 東経１３１°２３.７′） 

事故の概要 漁船眞
まさ

丸は、北西進中、標識灯に衝突した。 

眞丸は、船長が負傷し、船首部外板に亀裂を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年４月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

漁船 眞丸、４.８７トン 

ＹＧ３－４６７４２（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９５ｍ（Lr）×２.１８ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６９kＷ、昭和５７年３月１日 

第２９１－４３４５４号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年５月１４日 

免許証交付日 平成２６年６月１０日 

（令和元年６月２７日まで有効） 

死傷者等 軽傷 １人（船長） 

損傷 本船 船首部外板に亀裂 

標識灯 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、操業の目的で、平成３１年４月８

日０６時２０分ごろ本船と同じ漁場に向かう僚船１隻と共に山口県萩

市萩漁港（中小
な か お

畑
ばた

地区）を出港した。 

本船は、船長が立った姿勢で手動操舵により操船に当たり、約７～

８ノット（kn）の対地速力で、出港場所の北西方沖約４Ｍにある

羽島礁
は し まぐ り

周辺の漁場に向けて北西進した。 
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萩市越ケ浜
こ し がは ま

半島と九島との間は、浅所域であるものの小型船舶であ

れば一部航行可能となっており、可航域を示す目的で設置された柱高

約２ｍの標識灯４個（右舷標識及び左舷標識が各２個）により、幅約

７０ｍの水路（以下「本件水路」という。）が形成されていた。 

船長は、漁場までの航程が最短距離となる本件水路に向けて操船に

当たっていたところ、腕時計を見て時刻が０６時３０分であることに

気付き、食後３０分後に服用することになっている処方薬を服用する

ことを思い立った。 

船長は、本件水路の標識灯４個を見て本船からの距離が約５００ｍ

であることを確認し、短時間で済むので直ちに服薬しようと思い、本

件水路の標識灯４個から目を離すとともに舵輪から手を離し、操舵室

を出て後部甲板に設置した飲用水タンクから水を汲
く

み、同室に戻った

後、上を向いて服薬した。 

本船は、船長が服薬を終えて前を見たところ、本件水路の標識灯４

個のうち、南側の右舷標識灯（以下「本件標識灯」という。）を見失

ったので、探し始めた直後、本件標識灯に衝突した。 

本船は、船長が顔面と胸部を舵輪で強打して操船に当たるのが困難

となり、本船の右舷後方を航行していた僚船により出港場所にえい
．．

航

された。 

船長は、救急車で病院に搬送され、顔面挫創及び無気肺と診断され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 事故発生経過概略図（拡

大）、写真１ 本船、写真２ 本件水路の状況 参照） 

その他の事項 船長は、０５時５０分ごろ朝食をとっていた。 

船長は、時刻が０６時３０分であることに気付いたとき、定時から

数分遅れて服薬しても急激に体調が悪化することはないものの、これ

まで服薬を忘れることが時々あったので、思い立った時に服薬した方

がよいと思って服薬したが、本件水路を通過して広い海域に出た後に

服薬すれば良かったと本事故後に思った。 

船長は、本船が舵中央として航行していても若干の針路の偏位があ

るので、手動操舵で本船を直進させる場合、適宜当て舵を取ってい

た。 

船長は、本件水路の中央部を航行するつもりで操船していたが、服

薬している間、舵輪から手を離していたので、本船の特性により、本

船が僅かに左方へ偏位しながら本件標識灯に向かったと本事故後に思

った。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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判明した事項の解析 本船は、越ケ浜半島西岸沖を手動操舵で北西進中、船長が本件水路

の標識灯４個から目を離して航行を続けたことから、本件標識灯を見

失い、僅かに左方へ偏位しながら本件標識灯に衝突したものと考えら

れる。 

船長は、服薬の時刻であることに気付いたとき、本船から本件水路

までの距離が約５００ｍあり、短時間で済むので直ちに服薬しようと

思い、本件水路の標識灯４個から目を離して服薬したものと考えられ

る。 

本船は、船長が服薬中に舵輪から手を離していたことから、本船の

特性により、本船が僅かに左方に偏位した可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、越ケ浜半島西岸沖を手動操舵で北西進中、船長

が本件水路の標識灯から目を離して航行を続けたため、本件標識灯を

見失い、僅かに左方へ偏位しながら本件標識灯に衝突したものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・狭い水路を航行する際は、周囲の航路標識等を見失うことがない

よう、見張りと操船に専念すること。 

・操船中、服用時間が定められている処方薬を服用しなければなら

ない場合は、安全な場所で一旦停船するなどしたのち航路標識等

の物件付近から十分に離れた場所で服薬すること。 

・針路が偏位する船舶を操船中、他船や障害物等の付近を航行する

場合は、舵輪から手を離さず操船に専念すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付図２ 事故発生経過概略図（拡大） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件水路の状況 

九島 

越ケ浜半島側 

本事故発生場所の北側から撮影 

標識灯 本件標識灯 

左舷標識 右舷標識 


